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参考：要介護認定者数の推移
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要介護（要支援）の認定者数は、令和３年４月現在６８４万人で、この約２０年間で約３．１倍になった。このうち軽度の認定者数の
増加が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大傾向にある。
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参考：認定審査のプロセス

要介護認定の仕組み
○ 要介護認定（要支援認定を含む。）は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組
みであり、一次判定及び二次判定の結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行う。

①一次判定・・・ 市町村の認定調査員による心身の状況調査（認定調査）及び主治医意見書に基づくコン
ピュータ判定を行う。

②二次判定・・・ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主
治医意見書等に基づき審査判定を行う。
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参考：申請件数の推移
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参考：申請から認定までの日数
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要介護認定に係る事務に要する日数の平均値

意見書依頼から入手までの期間 調査依頼から実施までの期間 申請から認定までの期間

第一四分位32.8日
中央値 35.8日
第三四分位39.2日

介護保険法（平成９年法律第123号）抄
第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請を
しなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅
介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項
に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身
の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対
する処分をするためになお要する期間（次項において「処理見込期間」という。）及びその理由を通知し、これを延期することができ
る。

（日）
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ễ

申請区分等
原則の

認定有効期間
設定可能な

認定有効期間の範囲

新規申請
６か月
Ÿ12か月

３か月～１２か月
Ÿ24か月

区分変更申請
６か月
Ÿ12か月

３か月～１２か月
Ÿ24か月

更新申請

要介護度が更新前後で異なる。 １２か月 ３か月～３６か月

要介護度が更新前後で同じ。 １２か月 ３か月～４８か月

○ 更新申請の有効期間については随時延長を行ってきているが、今回は、新規申請・区分変更申請
の有効期間を原則12か月・上限24か月に延長する提案（赤枠部分）。

＜現行の取扱い＞
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平成30年4月1日以降の申請分であって、以下の6要件のすべてに合致する者について、認定審査会の簡素化を可能とした。

【条件①】第１号被保険者である
【条件②】更新申請である
【条件③】コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
【条件④】前回認定の有効期間が12か月以上である
【条件⑤】コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されて

いる
【条件⑥】コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内（重度化キワ3分以

内）」ではない

ὺ ҏ Ѹ͠ὺ ύҏ“ Ἷ͡
社会保障審議会介護保険部会

（第85回） 参考
資料1

令和元年11月14日
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参考：認定審査会の簡素化の実施割合

ẑ

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

R3上半期

R2下半期

R2上半期

認定審査会の簡素化の実施件数
申請件数合計

更新申請数(①)
(全申請件数に
占める割合)

簡素化対象数
(②)
(更新申請に占
める割合)

簡素化実施数
(③)
(簡素化対象数
に占める割合)

1,925,232
787,413
(40.9%)

231,725
(29.4%)

85,346
(36.8%)

1,515,079
593,036
(39.1%)

169,806
(28.6%)

62,478
(36.8%)

1,856,901
862,139
(46.4%)

270,629
(31.4%)

120,301
(44.5%)

①更新申請数

②簡素化対象数

③

※ R3上半期については、人口約560万人（高齢者約148万人）分のデータが未送信の可能性がある

（件）
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参考：老健事業での自治体へのアンケート結果

ễ

〇 自治体では、介護認定審査会の簡素化を実施しているか

人口規模 ～5万人 5～10万人 10～20万人 20万人～ 総計

回答総数 589 180 117 119 1005

実施している 39.9% 44.4% 52.1% 59.7% 44.5%

実施していない 56.4% 52.8% 41.0% 32.8% 51.1%

検討中 3.7% 2.8% 6.8% 7.6% 4.4%

〇 簡素化を行っている理由

人口規模 ～5万人 5～10万人 10～20万人 20万人～ 総計

回答総数 221 80 61 71 433

審査件数が多く、簡素化を行わないと処理が間に合わな
いため

19.5% 20.0% 36.1% 57.7% 28.2%

審査件数が多く、簡素化しなくても処理は可能ではある
が、自治体の業務を効率化するため

57.5% 62.5% 60.7% 39.4% 55.9%

個別に審査を要するケースに集中するため 16.7% 13.8% 23.0% 15.5% 16.9%

審査会から要望があったため 10.9% 7.5% 0.0% 0.0% 6.9%

その他 15.4% 20.0% 8.2% 8.5% 14.1%
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参考：老健事業での自治体へのアンケート結果

令和３年度老健事業「要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究事業」

〇 簡素化に関して、不都合に感じている点（簡素化を行っている自治体が回答）

人口規模 ～5万人 5～10万人 10～20万人 20万人～ 総計
回答総数 154 64 50 58 326
該当するケースが少ない 39.6% 54.7% 40.0% 34.5% 41.7%
審査会に通知が必要であるなど、事務の簡素化につな
がっていない

27.3% 32.8% 28.0% 39.7% 30.7%

関係者との調整が負担 1.3% 0.0% 2.0% 6.9% 2.1%

その他 41.6% 31.3% 42.0% 37.9% 39.0%

〇 簡素化を行っていない理由

人口規模 ～5万人 5～10万人 10～20万人 20万人～ 総計
回答総数 347 100 55 48 550

簡素化の妥当性が判断できないため 38.9% 39.0% 38.2% 43.8% 39.3%

「状態の安定性」の判断が、コンピュータ判定だけで
は難しいため

32.6% 29.0% 18.2% 35.4% 30.7%

認定調査結果を、審査会委員で確認する必要があるた
め

32.9% 29.0% 32.7% 29.2% 31.8%

審査会で詳細に審査しないことが、申請者の不利益・
不公平につながる可能性があるため

38.3% 48.0% 27.3% 43.8% 39.5%

簡素化の必要性を感じていないため（1回の審査会あた
りの審査件数が多くない等）

50.7% 35.0% 14.5% 27.1% 42.2%

簡素化に該当する件数が少ないため 13.0% 12.0% 12.7% 10.4% 12.5%

簡素化用の資料を作成する必要があり、事務手続きが
煩雑になるため

27.1% 33.0% 40.0% 39.6% 30.5%

簡素化を導入することに審査会委員の同意を得ること
が難しいため

12.4% 7.0% 27.3% 29.2% 14.4%

その他 5.8% 2.0% 7.3% 10.4% 5.6%
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参考：老健事業での自治体へのアンケート結果

Ṇ ICT

33.2

30.6

30.1

22.7

22.3

19.5

17.5

3.3

24.9

3.1

0 20 40 60 80 100

AI ṏ

n=1175

Ṇ

59.1

52.1

50.6

43.7

43.8

42.1

41.4

37.1

37.0

32.3

3.3

1.8

6.0

0 20 40 60 80 100

ṏ

ṏ

n=847

Ṇ

令和３年度老健事業「要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究事業」



参考：老健事業での実証実験

〇 平時と実証時を比較した所要時間の変化 〇 AI導入前後を比較した所要時間の変化

令和３年度老健事業「要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究事業」 21



介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントについて

22



ὑ˺ ˲ ὄЋ ̱Ѱ Ḩ

（事故発生の防止及び発生時の対応）
第三十六条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める

措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため

の指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、

その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生し
た場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら
ない。

３ 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけれ
ばならない。

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により賠償すべ
き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

○ 指定介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年三月三十一日）
（厚生省令第三十九号）（抜粋）

23



令和３年度介護報酬改定の内容（リスクマネジメント）

■ 介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応（リスクマネジメント）を推進する観点から、
事故報告様式を作成・周知する。施設系サービスにおいて、安全対策担当者を定めることを義務づける（※）。
事故発生の防止等のための措置が講じられていない場合に基本報酬を減算する（※）。組織的な安全対策体制の
整備を新たに評価する。 （※６月の経過措置期間を設ける）

介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化

施設系サービス

【基準】【省令改正】

事故の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。

【報酬】【告示改正】

安全管理体制未実施減算 ５単位／日（新設） （※６月の経過措置期間を設ける）

〔算定要件〕運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合。

安全対策体制加算 20単位（新設）※入所時に１回に限り算定可能

〔算定要件〕外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

（※）将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。

˻ᾝ“˼
イ 事故発生防止のための指針の整備
ロ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を

通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
ハ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の

定期的な実施

˻ᵠ ῇ˼
イ～ハ （変更なし）

И ϱΤϣМχ Ϭ τם☼βϥθϛχ יּ
（※６月の経過措置期間を設ける） ˢ ᴥˣ
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介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医
療施設、介護医療院】

介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、以下の対応を行
う。
ア 市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報

蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する。
イ 安全対策を恒常的なものとする観点から、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のた

めの安全対策の担当者を定めておくことを義務づける。その際、６月の経過措置期間を設けることとす
る。

ウ 運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための措置（指針の作成、安全対策委員会の
設置・開催、従業員研修の実施、安全対策の担当者の設置（上記イ））が講じられていない場合は、基
本報酬を減算する。その際、６月の経過措置期間を設けることとする。

エ 安全対策をより一層強化する観点から、安全対策部門を設置するとともに、外部の安全対策に係る
研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを
評価する新たな加算を設ける。

（介護保険施設のリスクマネジメント）
○ 介護保険施設のリスクマネジメントについて、今回の介護報酬改定では、安全対策に係る体制評価

を行い、事故報告の様式について周知を行うこととしたが、事故の発生予防・再発防止の推進の観点か
ら、報告内容の分析や有効活用等についてどのような対応を図ることが適当なのか、今後検討していく
べきである。

＜令和３年度介護報酬改定の対応＞

＜今後の課題＞

27



＜令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標（市町村分）＞

65.3%

77.5%

35.0%

23.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

К ˺ ˗ ᾍ ˗ Ḹף

＜令和３年度の実績＞

ͪ ▌ӓ ˧̂ ˺ ͪ ͪ ҟҘ ˧̂ ͜ ͔
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ễӾʾ Ӿ☼ τΣΪϥⱧᾮ ⁮ẉόⱧᾮ Д˔ЌЦ˔І

ễӾʾ Ӿ☼ τΣΪϥ Ⱨᾮχ™ ♁├τḩβϥᾁ ᵓ ḧ︡ϤϘρϛ（平成26年11月28日）を踏まえて、

ˮ ễӾʾ Ӿ☼ τΣΪϥⱧᾮχ ⁮ τνΜοˢ 29 11Ὦ10 ˣ˯Ϭ ꜛⱵ Ӎοτ
ˮ ễӾʾ Ӿ☼ τΣΪϥⱧᾮ Д˔ЌЦ˔І˯Ϭ ᶕ HPπ῝ ᵫ◐ˢ 27 6Ὦ30 ˣ

˲ Ⱨᾮ ⁮˳

̓ ⁮ ρσϥ☼ ʾⱧỘ Ӥ
・特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）
・幼稚園（特定教育・保育施設でないもの）
・特定地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業）
・地域子ども・子育て支援事業（一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・

センター事業、ショートステイ・トワイライトステイ）
・認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業

̓ ⁮ ρσϥ Ⱨᾮχ Ӥ
・死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病を伴う重篤な事故等（意識不明の事故を含む。）

○ ⁮ṍᾢ

・国への第１報̞は原則事故発生当日(遅くとも翌日)、第２報̞は原則１ヶ月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の
報告を行う。

※第１報…事故発生日時、子どもの年齢・性別、発生場所、発生状況等
第２報…事故の概要、事故発生の要因分析等

˲ Ⱨᾮ Д˔ЌЦ˔І˳

̓Д˔ЌЦ˔Іχ῝ ψʺᾖ ρΰοꜛⱵ Τϣ ͎ ӟ‭χⱧᾮ ⁮ρβϥʻ
事故発生の要因分析等、事故の再発防止のため有用な情報は、原則として第２報以降に記載されるため。

̓ФжϱНЄ˔τ βϥḢ Τϣʺᾤ ʺ☼ χ ʾ ∕ ʺⱧӛϬ ήϦϥϜχψἿ∏ΰσΜʻ
自治体を通じて保護者・関係者等の了解を得たものを公表。記載内容は自治体によるもので、国で修正等を加えていない。

̓Д˔ЌЦ˔ІἿ∏ ψᵵφ͏ΤὮτ͍ᵕˢ͐ ṍέρˣ

̓῝ Д˔ЌЦ˔І‮
認可・認可外の別、施設・事業所種別、事故発生時期(月と時間帯)と発生時の場所・状況、子どもの年齢と性別、発生時の体制
(クラス年齢・子どもの数・教育・保育等従事者数等)、事故状況(死因・負傷状況・受傷部位・診断名)、事故誘因、事故概要、
事故発生の要因分析(ソフト面、ハード面、環境面、人的面)、事故発生の要因分析に係る自治体のコメント
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ễӾʾ Ӿ☼ τΣΪϥ Ⱨᾮ ⁮χὉ ˢ ה χϾ˔Іˣ

特定教育・保育施設
特定地域型保育事業者
延長保育事業者
放課後児童クラブ
ファミリー・サポート・センター事業者

都道府県 内閣府・文部科学
省・厚生労働省

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

幼稚園
（特定教育・保育施設でないもの）

都道府県 文部科学省

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

市区町村
(指定都市・中核市を含む。)
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小原 聖子 NPO法人ゆったりーの
栗並 えみ 碧南市認可保育所死亡事故 被害児童の親
佐藤 茂己 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国保育協議会副会長

鈴木 道子 NPO法人家庭的保育全国連絡協議会会長
鈴木 康之 国立成育医療研究センター手術･集中治療部統括部長麻酔科・小児科医

関川 芳孝 大阪府立大学教授
田中 弘美 一般社団法人日本こども育成協議会相談役

寺嶋 仁子 川崎市こども未来局総務部監査担当課長
●前田 正子 甲南大学マネジメント創造学部教授

升田 純 中央大学法科大学院教授・升田法律事務所
宮下 友美惠 静岡豊田幼稚園園長
山中 龍宏 緑園こどもクリニック院長・NPO法人SafeKidsJapan理事長

吉井 英司 東京都福祉保健局少子社会対策部認証・認可外保育施設担当課長

○ 引続き以下のような議論を行っていく。

・ 事故報告や事故情報データベース充実に向けた検討
・ 傾向分析の手法についての検討
・ 自治体の検証報告等を踏まえた再発防止策の検討 など

⑴ 事故報告、事故情報データベースに基づく傾向分析等
⑵ 地方自治体からの検証報告に基づく重大事故の再発防止策に関する提言
⑶ 事故報告、事故情報データベースの充実
⑷ 事故防止及び発生時の対応のためのガイドライン等の改善

○ 「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」における検討を踏まえ、平成27年4月から重大
事故が発生した場合の国への報告の仕組み等を整備するとともに、平成28年４月からは、死亡事故等が発生した場合
に、地方自治体が検証を実施して事実の把握や発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討することとしてい
る。

○ これらの取組みを受け、国においては、地方自治体の検証報告等を踏まえた重大事故の再発防止策について検討を
行うため、「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議」（平成28年4月設置）を開催。

͎ʽ︠σᾁ ᴿ

͍ʽ ☿

͏ʽ₈ῇχ

ễӾʾ Ӿ☼ τΣΪϥ Ⱨᾮ ♁├Ϭ―Πϥ ᵓṳτνΜοיּ꜡

̖   Ԍˢ̔ʿ℅ ˣs ὁ ʻR4.6ᾝ∕ˣ
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○ 施設による介護事故報告の「範囲」を定めている市区町村は58.2％であり、転倒、転落、誤嚥、誤薬・薬剤を報
告として求めている場合が多かった。また、「様式」を定めている市区町村は66.3％だった。

○ 介護事故情報について、39.6％の市区町村で「事故報告を提出した施設に対して指導や支援」「他の施設の実地
指導や助言」に活用している一方で、 30.7％の市区町村で活用されていなかった。

○ 報告された介護事故情報は、半数以上の市区町村で集計や分析が行われているが、46.7％の市区町村では集計や
分析が行われていなかった。

˺ ˗ Ḹף ᾍ ⁸ ᾍꜘ

【出典】平成30 年度介護報酬改定検証・研究調査（（６）介護老人福祉施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業）

58.2%

66.3%

71.3%

53.8%

53.3%

41.6%

31.2%

25.7%

38.9%

16.5%
10.3%

0.2%

2.5%

3.0%

7.3%

19.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

範囲

様式

項目

手順

時期

定めている 定めていない その他β「時期」のみ 無回答

(◕Ỹ Υ☼ τᵒῐⱧᾮχ ⁮ϬẐϛοΜϥ ›ˣ
◕Ỹ ϒχ ⁮τḩΰο ϛχ (ᵕ Ὧ 1,112)

83.9%

82.4%

81.5%

77.6%

38.2%

64.9%

74.5%

43.9%

38.5%

40.8%

28.9%

35.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転倒

転落

誤嚥

異食

褥瘡

離設

誤薬･薬剤

治療･処置

医療機器･介護機器･ﾘﾊﾋﾞﾘ機器等

ﾄﾞﾚｰﾝ･ﾁｭｰﾌﾞ

検査

その他

無回答

ˢ◕Ỹ Υ☼ τ ⁮ϬẐϛοΜϥᵒῐⱧᾮχ ӤϬ ϛοΜϥ
›ˣ

⁮ χᵒῐⱧᾮχ (複数回答） (回答件数647)

7.8% 43.6% 46.7% 1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単純集計の他､要因や傾向を分析している 内容や件数を単純集計している

集計や分析は行っていない 無回答

◕Ỹ τ ⁮ήϦθᵒῐⱧᾮ χ ὓʾ ệ(ᵕ Ὧ 1,173)

39.6%

39.6%

11.5%

0.5%

30.7%

5.1%

2.2%

0% 20% 40%

事故報告を提出した施設に対して指導や支援を行う

他の施設の実地指導や助言のために活用する

施設向け研修や施設との連絡会議等で活用する

市区町村独自のﾏﾆｭｱﾙ等に反映している

活用していない

その他

無回答

◕Ỹ τΣΪϥᵒῐⱧᾮ χᶨ ệ(複数回答）(ᵕ Ὧ 1,173)

194 R2.11.26
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高齢者虐待防止の推進について
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の概要
（平成１７年法律第１２４号・平成１８年４月１日から施行）

Ẇ Ỉệ ṕ ỄỆ ểỂ ṌỈệ Ṗ

Ẇ

Ẇ ṕ Ṗ ệ

( Ễ )

( ễ )

( ỈṌểị ) ( ỄỂṌỄệ )

ṙ Ṛ
ṙ Ṛ

ṙ Ṛ

ṕ Ṗ
ṕ Ṗ

ẑể

ẑỄ

ẑỄ

ṙ Ṛṙ Ṛ

ẑể
ẑỄ

( ỄỈ )

( ể )
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ểḰ

ṕ2007 ṌṖ

ṕ2007 ṌṖ

ṕ2007 ṌṖ

ỄḰ
ṕ2007 ṌṖ

ṕ2017 ṌṖ

ṕ2020 ṌṖ

Ṍ

Ṍ

ṕ2017 ṌṖ

ễḰ
ṕ2017 ṌṖ

ṕ2017 ṌṖ

ṕ Ṗ ṕ Ṗṕ2019 ṌṖ

ṕ 1/2 Ṗ

Ệ ểễị Ểỉể
ṕ ễ ểễịḯễỂỈ ）

R4
ṕ Ṗ
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Ẇ

Ẇ ṕ Ṗ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

ẆAṕԄԑԐ֞֩ԝṖ-PDCAԎԅԋ֥

Ẇ

Ẇ

ṕ Ṗ

Ẇ

Ẇ
ṕ Ṗ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ
ṕ Ṗ

Ẇ

ṕPDCA Ṗ
ṕPDCA Ṗ

Ẇ

Ẇ

Ẇ
Ệ

高齢者虐待調査の結果を踏まえた地方公共団体での対応の強化
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保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標
（都道府県分）

ṕỊṖ

PDCA

ṕ Ṗ

①

ṕ1 Ṋ Ṗ

Ṍ
5

ṕ
25 Ṗ

Ẇ

(ẑ)

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

ẑ 

2021 ṕ
Ṗ

2022 
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保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標
（市町村分）

ṕểṖ

ṕPDCA Ṗ

ṕ Ṗ

Ṍ
5 

ṕ
20 Ṗ

Ẇ

Ẇ

ṕẑṖ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

2021 
ṕ Ṗ
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保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標
（市町村分）

(ẑ)

ẑ
Ễ

17 

ṕ Ṗ

DV 
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保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価結果
（令和4年度）

93.6%

66.0%

59.6%

66.0%

42.6%

0% 50% 100%

ṕ1 Ṋ

Ṗ

都道府県

80.4%

64.6%

39.5%

24.9%

0% 50% 100%

市町村

出典：「令和４年度 都道府県・市町村保険者機能強化推進交付金等の集計結果」
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運営基準改正における虐待防止規定の創設
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号）

Ẇ

ể

Ễ

ễ

ṕ Ṗ

Ḳ ễ Ệ ể ṕ Ỉ ễ 31 Ṗ
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施設における虐待防止措置規定等の違い

ẁ

ṕ Ṗ

ẁ

23 24
77 78 10

18
70

29 24 23

- -

Ẇ
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被虐待者 372 ṕ30 .2ṾṖ 855 ṕ69 .4ṾṖ 5 ṕ0.4ṾṖ 4,398 ṕ24 .7ṾṖ 13,377 ṕ75 .2ṾṖ 3 ṕ0.0ṾṖ

虐待者 52 .3Ṿ 43 .2Ṿ ẑ 20.9Ṿ 39 .9Ṿ 22 .4Ṿ 17 .8Ṿ

相談・通報者 26 .7Ṿ 14 .5Ṿ 31 .2Ṿ 25 .4Ṿ

相談・通報受理から

の期間（中央値）

4

34

0 ṕ Ṗ

2

主な発生

要因

48 .7Ṿ

22 .2Ṿ

57 .9Ṿ

52 .9Ṿ

50 .0Ṿ

虐待種別

(複数回答)

52 .0Ṿṕ 25.7ṾṖ 26.1Ṿ

23 .9Ṿ 12 .1Ṿ 4.8Ṿ

68 .2Ṿ 41 .4Ṿ 18 .7Ṿ

14 .6Ṿ 0.5Ṿ

その他
28 .2Ṿ 27 .1Ṿ

13 .9Ṿ 8.4Ṿ

3 3 ṕ 1 1 Ṗ

25 25 ṕ 10 10 Ṗ

高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果の概要
（令和２年度）

18,390 

12,569 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

養護者による高齢者虐待の
相談・通報件数と虐待判断件数の推移

相談・通報件数

虐待判断件数

（件）

17,281

35,774

ṧ353 (2.1 Ṿ)

ṧ1,717 (5.0 Ṿ)

273 

2,097

54 

595

0

1,000

2,000

3,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

相談・通報件数

虐待判断件数

（件）

Ṩ170 (7.5 Ṿ)

Ṩ49 (7.6 Ṿ)

養介護施設従事者等による高齢者虐待の
相談・通報件数と虐待判断件数の推移
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市町村における体制整備等（養護者による虐待）

Ẇ

8 16 21 22 37 54 52 74 107 122 101 130 136 143 138 144 130 139 167

R² = 0.843

R² = 0.792

0

50

100

150

200

250

300

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

図２４ 市町村の体制整備取組状況と相談・通報件数、虐待判断件数の関係

件数（高齢者人口10万人あたり）

相談・通報件数

虐待判断件数

市区町村の体制整備取組状況

該当市区町村数

市区町村数
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養介護施設従事者等による虐待と虐待類型の関係（令和2年度）

ṕ Ṗ ṕ Ṗ
( )

168 461
100.0 Ṿ

206
44.7 Ṿ

ṕ94Ṗ
(20.4%)

169
36.7%

64
13.9 Ṿ

92
20.0 Ṿ

0
0.0Ṿ

50 79
100.0 Ṿ

54
68.4 Ṿ

ṕ7Ṗ
ṕ8.9% Ṗ

9
11.4%

40
50.6 Ṿ

1
1.3Ṿ

1
1.3Ṿ

2 2
100.0 Ṿ

0
0.0%

ṕ0Ṗ
ṕ0.0% Ṗ

0
0.0%

0
0.0Ṿ

0
0.0%

0
0.0%

83 148
100.0 Ṿ

106
71.6% 

ṕ39Ṗ
ṕ26.4% Ṗ

24
16.2%

55
37.2%

0
0.0%

0
0.0%

161 308
100.0 Ṿ

148
48.1%

ṕ93Ṗ
ṕ30.2% Ṗ

32
10.4%

107
34.7%

47
15.3%

43
14.0%

3 3
100.0 Ṿ

1
33.3 Ṿ

0
0.0%

0
0.0%

2
66.7%

0
0.0%

0
0.0%

6 7
100.0 Ṿ

1
14.3%

0
0.0%

0
0.0%

5
71.4%

0
0.0%

1
14.3%

*
*

28 30 2

Ḳ2
Ḳ4
Ḳ
Ḳ

Ḳ1
Ḳ1 ṕ 4Ṗ
Ḳ

Ḳ ṕ Ṗ

Ḳ1
Ḳ1 ṕ 4Ṗ
Ḳ
Ḳ

Ḳ2
Ḳ14 ṕ 1Ṍ5Ṗ
Ḳ ể 13

1
Ḳ

ṕ Ṗ

Ḳ2
Ḳ2 ṕ 2 Ṗ
Ḳ
Ḳ

Ḳ2
Ḳ3 ṕ 2Ӹ4 Ṗ
Ḳ
Ḳ
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61.7
67.7

78.1
73.9 74.3

38.3
32.3

21.9
26.1 25.7

H28 H29 H30 R1 R2

身体拘束無 身体拘束有

870人 854人 927人 1,060人 1,232人

Ẇ

ṕ Ṗ 2 3

28 Ṍ 2

養介護施設従事者等による身体拘束の有無の割合（％）

養介護施設従事者等による身体拘束
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Ẇ Ỉệ

ṕn=691 Ṗ 55.9 Ṿ 44.1 Ṿ

ẁ Ỉệ

Ẇ

55.9 44.1

0% 50% 100%

Ỉệ ṕnṬ691Ṗ

Ḳ 3 p.77

養護、被養護の関係にない６５歳以上の高齢者への虐待
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2.0% 2.1% 2.0% 1.6% 1.9%
3.0% 2.6% 2.6% 2.9% 2.6%
1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.7%

7.1% 7.2% 7.3% 7.7% 6.4%

24.1% 25.2% 25.3% 25.1%
25.0%

34.3% 34.9% 34.7% 35.2% 36.5%

17.8% 17.0% 17.5% 17.6% 17.5%

10.1% 9.4% 8.8% 8.1% 8.4%

H28 H29 H30 R1 R2

ῐּיτϢϥẃ

15.3% 14.8% 12.3%
18.3%

24.4%

12.0% 13.6% 16.0%

19.8%
14.4%

2.4% 2.6% 2.8%

2.8% 1.1%
15.7% 15.2% 14.8%

11.7% 11.4%

31.7% 29.5% 32.0%

27.3% 29.3%

16.7%
14.9%

14.9%
14.2% 13.5%

4.3%
6.4% 4.5% 3.9% 3.9%

2.0% 3.0% 2.7% 2.0% 2.0%

H28 H29 H30 R1 R2

ᵒῐ☼ Ⱨּי τϢϥẃ

ꜛ

ꜛ ͞

ꜛ и

ꜛ й

ꜛ к

ꜛ ͢

ꜛ

χ Υ

虐待を受けている高齢者の認知症日常生活自立度

4928 Ṍ 2

(n = 11,196) (n = 11,753) (n = 11,982) (n = 11,847) (n = 11,741) (n = 870) (n = 854) (n = 927) (n = 1,060) (n = 1,232)

89.7％

73.6％

Ẇ 2

89.7 Ṿ 73.6 Ṿ



福祉用具について
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○ 介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための
用具であって、居宅要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものを、保険給付の対象としている。

対象種目

【福祉用具貸与】＜原則＞

・ 車いす（付属品含む） ・ 特殊寝台（付属品含む）

・ 床ずれ防止用具 ・ 体位変換器

・ 手すり ・ スロープ

・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ

・ 認知症老人徘徊感知機器

・ 移動用リフト（つり具の部分を除く) ・ 自動排泄処理装置

【給付制度の概要】

① 貸与の原則

利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則

としている。

② 販売種目

貸与になじまない性質のもの（他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変

化し、再利用できないもの）は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。

③ 現に要した費用

福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付上の公定価格を定めず、現に要

した費用の額により保険給付（原則９割、所得に応じて８割・７割支給）する仕組み。なお、貸与件数が月平均100件以上の商品につ

いては、貸与価格の上限設定（※）を実施しており、これを超えて貸与を行った場合は給付対象としない。また、販売は原則年間10万

円を支給限度基準額としている。※上限価格は当該商品の「全国平均貸与価格＋１標準偏差（１SD）」（正規分布の場合の上位約16％）に相当する。

【厚生労働大臣告示において以下のものを対象種目として定めている】

【特定福祉用具販売】＜例外＞

・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部品

・ 排泄予測支援機器 ・ 入浴補助用具（※）

・ 簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分

（※）入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、 入浴台、

浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト）

介護保険における福祉用具
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１ 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の

軽減を図るもの

２ 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品

でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの

（例えば、平ベッド等は対象外）

３ 治療用等医療の観点から使用するものではなく、

日常生活の場面で使用するもの

（例えば、吸入器、吸引器等は対象外）

４ 在宅で使用するもの

（例えば、特殊浴槽等は対象外）

５ 起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、

身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完すること

を主たる目的とするものではないもの

（例えば、義手義足、眼鏡等は対象外）

６ ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより

利用促進が図られるもの

（一般的に低い価格のものは対象外）

７ 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも

一般的に利用に支障のないもの

（例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外）

¸福祉用具の給付は、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができること等の考え方
から原則貸与
¸購入費の対象用具は例外的なものであるが、次のような点を判断要素として対象用具を選定

1. 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの （入浴・排泄関連用具）

2. 使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの （つり上げ式リフトのつり具）

介護保険制度における福祉用具の範囲

居宅福祉用具購入費の対象用具の考え方

（第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会事務局提出資料より抜粋（平成10年８月24日）

˺ ͪ Ѱ↓ Е ᶪ
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福祉用具貸与の費用額の推移（介護予防を含む）

ủ ─ ─ │ % ≢№╢⁹

ủ ≢│⁸ ─ ⅜ ─ ╩ ╘≡™╢⁹

出典：介護保険事業状況報告年報（各年度）

Е ʦ ͪ ̂

福祉用具貸与の要介護度別給付件数
（年間延べ請求件数）

出典：介護保険事業状況報告年報（令和元年度）

総数：26,758千件

要支援１
2,247,078 

8%

要支援２
4,140,470 

15%

要介護１
4,917,160 

17%

要介護２
6,926,410 

25%

要介護３
4,359,821 

16%

要介護４
3,220,254 

11%

要介護５
2,137,637 

8%

53.1 85.3 113.0 127.6 106.7 70.2 90.5 108.6 129.8 152.7 
177.2 

203.0 232.8 
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○ 令和元年度の特定福祉用具販売の費用額は約１４９億円である。
○ 要介護度別では、要介護２以下の者が給付件数の約７割を占めている。

ὑ Е Ṹ ͪ ̂

出典：介護保険事業状況報告年報（令和元年度）出典：介護保険事業状況報告年報（各年度）

総数：472千件

特定福祉用具販売の費用額の推移（介護予防を含む）

(単位：億円) 介護サービス 介護予防サービス
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第一段階 第二段階 第三段階 第四段階 第五段階 第六段階

要支援１
要支援２
要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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介護保険制度における住宅改修費給付の基本的考え方

（第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会事務局提出資料より抜粋（H10.8.24））

１ 在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差
の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象とすることとしている。

２ 一方で、住宅改修は個人資産の形成につながる面があり、また、持ち家の居住者と改修の
自由度の低い借家の居住者との受益の均衡を考慮すれば、保険給付の対象は小規模なも
のとならざるを得ない。

１ いくつかの既存調査から住宅改修の実例をみると、便所、浴室、寝室、廊下、玄関など改修
箇所にかかわらず、手すりの設置、段差の解消の例が多く、このほかドアの引き戸化、便所
では洋式便器化、浴室ではすべり止めや床材の変更、寝室では床材の変更の例が共通して
みられる。

２ 住宅改修の実例及び、保険給付の対象を小規模なものとせざるを得ない制約等を勘案し、
保険給付の対象とする住宅改修の範囲は、共通して需要が多くかつ比較的小規模な改修工
事とする。

３ なお、上記の理由から居宅介護住宅改修費の支給限度額も小規模なものとならざるを得な
いが、住宅改修の種類は、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行
うことができるような工事種別を包括できる設定とする。

介護給付の対象とする住宅改修の範囲設定の考え方

˺ ͪ Ѱ↓ ̮ὁ ʹ ᶪ
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要支援１

88,696 
19.74%

要支援２

90,967 
20.25%

要介護１

98,185 
21.86%

要介護２
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17.99%

要介護３

47,444 
10.56%

要介護４

32,346 
7.20%

要介護５

10,808 
2.41%

住宅改修費の給付件数

○ 令和元年度の住宅改修費の費用額は約４２７億円である。
○ 要介護度別では、要介護２以下の者が給付件数の約８０％である。

̮ὁ ʹ ͪ ̂

出典：介護保険事業状況報告年報（各年度）
出典：介護保険事業状況報告年報（令和元年度）

（総数：44.9万件）
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平成12年４月 ・介護保険法の施行

平成16年度
・利用者の状態から必要性が想定しにくい福祉用具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事例があることか

ら「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」を策定。

平成18年度

・福祉用具の選定の判断基準を踏まえつつ、要支援者・要介護１の者について、車いす、特殊寝台等は給付の対象外

（※）一定の場合には給付対象となるようにするため、平成19年度に再度見直し

・事業者の責任の明確化を図るため、特定福祉用具販売について、指定事業者制度を導入

平成23年５月

・「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」における議論の整理（平成19年～平成23年にかけて開催）

論点１：いわゆる「外れ値」への対応について 論点２：比較的安価な福祉用具の取り扱いについて

論点３：専門職の関与と適切なアセスメント・マネジメントの推進について

平成24年度 ・福祉用具貸与・販売の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与・販売計画の作成の義務化

平成27年度

・自立支援に資する福祉用具の利用を図る観点から、指定講習カリキュラムの見直し・講習時間の拡充（40時間→50時間）、福祉用

具専門相談員の要件の見直し（介護職員基礎研修課程・１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者を除外）

・福祉用具専門相談員が福祉用具に関する必要な知識の習得及び能力の向上等の自己研鑽を行うことの努力義務化

・給付効率の観点から、複数の福祉用具を貸与する場合は、通常の貸与価格から減額して貸与することを可能とする。

平成30年度

・住宅改修の事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式を国が示すとともに、複数の事業者から見積もり取得について、

介護支援専門員等が利用者に説明の義務化

・利用者に対する貸与しようとする商品の全国平均貸与価格の説明、機能や価格帯の異なる複数の商品の提示、福祉用具貸与・販売計

画書を介護支援専門員への交付を規定

・福祉用具の貸与価格の上限設定（月平均100件以上の貸与件数がある商品は全国平均貸与価格＋１標準偏差（１SD）を上限）

令和３年度

・居宅介護支援の退院・退所加算等における退院・退所カンファレンスにて、福祉用具専門相談員等の関係職種の関与を明示

・福祉用具貸与の価格の上限設定について、適正化の効果と事業者負担を考慮して、設定された上限価格の見直しの頻度３年に１度へ

変更。

介護保険における福祉用具・住宅改修の主な制度改正等について
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介護保険における福祉用具・住宅改修の主な給付対象の追加・拡充について
※追加・拡充の検討は、外部有識者が参画する「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」を開催して実施。
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【目的】
利用者や保険者等の意見・要望を踏まえ、新たな種目・種類の取り入れや拡充等の検討のため、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会を開催。

【検討事項】
・介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や拡充についての妥当性や内容に関すること。
・その他、介護保険の福祉用具・住宅改修に関すること。

【評価・検討の流れ】

介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 構成員 ה

介 護 保 険 福 祉 用 具 ・
住 宅 改 修 評 価 検 討 会

厚 生 労 働 省

保 険 者 ・ 利 用 者
事 業 者 関 係 団 体 等

委員等による
事前の評価

告示改正
等の実施

社会保障審議会
介護給付費分科会

▬ⱷכ☺

氏 名 所 属 ・ 役 職 氏 名 所 属 ・ 役 職

石田 光広 稲城市 副市長 大串 幹 兵庫県立リハビリテーション中央病院 院長補佐 診療部長

井上 剛伸 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 部長 久留 善武 一般社団法人シルバーサービス振興会 事務局長

井上 由起子 日本社会事業大学専門職大学院 教授 五島 清国 公益財団法人テクノエイド協会 企画部長

岩元 文雄 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 理事長 濵田 和則 一般社団法人日本介護支援専門員協会 副会長

上野 文規 介護総合研究所 元気の素 代表 松本 吉央 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター

大河内 二郎 介護老人保健施設竜間之郷 施設長 渡邉 愼一
一般社団法人日本作業療法士協会 生活環境支援推進室 副室長
横浜市総合リハビリテーションセンター 副センター長

通年 厚生労働省HPより提案票の受付。（11月以降に受付けた提案は、次年度の検討会で評価・検討）

11月～１月 提案資料の確認。評価検討に必要な情報が不十分な場合、委員の助言を踏まえ、追加データを提案者に依頼。

２月～３月 評価検討会を開催し、提出された要望について種目・種類の追加や拡充の妥当性や内容を評価・検討。

■新規提案の場合

■ 「評価検討の継続」と判断された提案の場合

通年 必要なエビデンス等が整理され次第、随時評価検討を実施。（改めての提案票の提出は不要）

令和４年６月時点
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令和２年度 介護保険における福祉用具の評価・検討方法の再整理について

○ 開発企業等に求める評価・検討の視点の明確化

・ 審査の透明性を高める観点から、有効性・安全性等を評価するために必要な以下の情報を予め明示して、開発企業等

に必要な資料を求めることとする。

（有効性）利用場面の特定、対象利用者の状態像の明確化、自立助長等の具体的な効果

（安全性）利用が危険と考えられる状態像、利用方法の注意事項、保守の方法

○ エビデンスデータに基づく評価

・ 客観的に有効性・安全性を評価するため、エビデンスデータの提供を求める。

○ 複合機能を搭載した福祉用具の評価

・ 外部との通信機能などの付加的な機能を有する福祉用具について、これまで原則認めていなかったが、利用者の自立

助長や介助者の負担軽減に寄与するものかどうかの観点から、総合的に勘案して判断する。

評価・検討方法の再整理

○ 社会保障審議会介護給付費分科会において、福祉用具の評価・検討にあたっては、主に以下の点が指摘されている。

① 有効性・安全性が担保されている評価の仕組みが必要である。

② どういう議論をもとに、どういう検討が行われたのか等が分かる資料が必要である。

○ また、近年、通信機能等の複合機能を搭載した新たな福祉用具が開発されており、テクノロジーが普及する現状を踏まえた

福祉用具の考え方を改めて整理する必要がある。

○ このため、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会を令和２年７月から10月にかけて開催し、介護保険の福祉用具貸与に

おける具体的かつ明確な評価・検討方法を再整理した。

○ 福祉用具の評価検討については、種目ごとに評価・検討を行うことを維持しつつ、以下のとおり検討方法の再整理を図る。

また、従前は不定期の開催であったが、通年で評価・検討を行い、少なくとも年１回、審査結果をとりまとめることとした。
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評価検討項目 評価検討(有効性・安全性）の視点 検討のための資料

①要介護者等の自立の促進又は

介助者の負担の軽減を図るもの

□利用対象者が明確である

□主たる使用場面が示されている

□日常生活の自立に資する効果が示されている

(動作が容易になる､活動・社会参加の促進、介護

予防に資する等含む）

□日常生活上の便宜及び機能訓練や介助者の負担の

軽減の効果が示されている

※機能訓練の効果については、心身機能に関する

効果のみでなく、活動や参加に資するものを示し

ていること

□実証（エビデンス）データを示している

□対象（具体的な症例を含む） □方法

□指標 □結果

□結果に基づいた提案（性能との関係が明確で

ある）となっている

□提案票

□第3者等による検

証結果

□論文

□その他

（➀の再掲）利用の安全性

※情報セキュリティー（別途）

□利用が危険と考えられる心身の状況が示されてい

る

□使用上のリスクが示され､対応している

□安全に使用するための注意事項が示されている

（想定されるリスクに対する注意や警告を含む

□危険が生じると考えられる、仮説に対する対応策

が示されている

□洗浄方法が明確に示されている

□消毒方法が明確に示されている

□保守(メンテナンス)方法が記載されている

□提案票

□取り扱い説明書

□利用安全マニュ

アル

□その他

②要介護者等でない者も使用す

る一般の生活用品でなく、介護

のために新たな価値付けを有す

るもの

□一般の生活用品ではない

□介護のための新たな付加価値を付与したもの

□無関係な機能が付加されていない

□提案票

□カタログ

保険適用の合理性

□一般国民との公平性や経済性、有効

性、保険給付への影響等の観点から総

合的に勘案

【総合的勘案の視点】

□要支援・要介護者の日常生活におけ

る機能として欠かせない

□要支援・要介護者の日常生活を支え

る不可欠な機能とは無関係の機能を伴

わない

□介護保険以外の他のサービスや製品

等の代替が原則困難である

□一般的に低価格なものではない
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評価検討項目 評価検討(有効性・安全性）の視点 検討のための資料

③治療用等医療の観点から使用

するものではなく、日常生活の

場面で使用するも

の

□医療機器ではない

□日常生活の場面で使用するもので特別な訓練を経

ずとも安全に使用が可能である

□提案票

④在宅で使用するもの □在宅での利用を想定しているもの □提案票

⑤起居や移動等の基本動作の支

援を目的とするものであり、身

体の一部の欠損又は低下した特

定の機能を補完することを主た

る目的とするものではないもの

□要介護者・要支援者の日常生活動作の支援を目的

としている

□身体機能そのものを代行・補填するものではない

□補装具との区別が明確である

※低下した特定の機能を補完することを主目的と

しない

□提案票

⑥ある程度の経済的負担があり、

給付対象となることにより利用

促進が図られるもの

□給付対象となることにより、市場への供給が高ま

り、利用が促進されるもの（経済的負担を伴う）

□提案票

⑦取り付けに住宅改修工事を伴

わず、賃貸住宅の居住者でも一

般的に利用に支障のないもの

□取り付けに住宅改修工事を伴わない

□持ち家と賃貸住宅に差がない

□カタログ

□取り扱い説明書

保険適用の合理性

【総合的勘案の視点】（続き）

□複合機能を有する

□本来の機能と一体不可分

（補完的役割）

□複合機能が日常生活における機能

として欠かせない

□通信機能の搭載

※メンテナンスに関する連携を

確認

□その他
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の流れ

64

福
祉
用
具
の
選
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

・本人の希望
・家族の希望
・心身機能
・生活動作能力
・医療情報
・環境情報
・家族情報
・その他

情
報
収
集

利
用
者
・家
族
へ
の
説
明
・同
意

福
祉
用
具
（貸
与
・販
売
）の
提
供

福
祉
用
具
（貸
与
）使
用
に
関
す

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・メ
ン
テ
ナ
ン
ス

福
祉
用
具
貸
与
・販
売

計
画
作
成

福祉用具専門相談員（指定福祉用具貸与・販売事業所）による（介護予防）居宅サービス

【福祉用具貸与・販売計画に記載すべき事項】

利用者の希望、心身の状況及びその置かれている

環境を踏まえ、以下の事項を記載。

・利用目標

・福祉用具の機種、 当該機種を選定した理由、

・その他、 関係者間で共有すべき情報（福祉用具

使用時の注意事項等）

※ 福祉用具貸与の場合、福祉用具専門相談員は、

計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて計画の変更を行う。

・ 要介護者等の自立の促進及び介助者の負担の軽減を図り、利用者の

状態に応じた福祉用具の適切な選定等を行うため、福祉用具専門相談員

は、利用者ごとに福祉用具貸与・販売計画を作成する。

・ 提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に

関する点検、 利用者の身体状況等に応じた福祉用具の調整、使用方法

や留意事項等の説明、指導を行う。

・ また、福祉用具貸与が計画に基づき適切に提供・使用されるよう 福祉

用具の使用状況の確認し、使用方法の指導・修理等（福祉用具使用に関

するモニタリングやメンテナンス）を貸与後も実施する。

※ 特定福祉用具販売については、福祉用具使用に関するモニタリング
・メンテナンスの義務付けはない。

β

同
一
種
目
に
お
け
る
機
能
や
、

価
格
の
異
な
る
複
数
の
福
祉
用

具
に
関
す
る
情
報
等
を
提
供

計
画
を
利
用
者
及
び
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
に
交
付
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○ 福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれて
いる環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を
行う専門職。

○ 指定福祉用具貸与・販売事業所には常勤換算方法で２名以上の配置が義務づけられており、福祉用具貸与事業所あたり
の従事者は、４．２人（令和２年10月１日現在）。※常勤の福祉用具専門相談員のみ計上。

○ 福祉用具専門相談員のうち、約８割が指定講習会（50時間）修了者である。

① 福祉用具専門相談員従事者数 ② 福祉用具専門相談員資格状況（複数回答）

従事者数（単位：人） 事業所数（単位：箇所）

Еᾐ ᴣ

出典：介護サービス施設・事業所調査 閲覧表第14-1表
（令和２年10月１日現在 ｎ＝31,209）
※ nについて、従事者数のうち資格の状況不詳者を除い
た数値

22,538人

21,366人

21,608人

26,269人

26,997人

26,536人

27,356人

26,744人

27,111人

34,750人

34,481人

34,437人

5,474ヶ所

5,202ヶ所

5,212ヶ所

6,143ヶ所

6,378ヶ所

6,196ヶ所

6,398ヶ所

6,325ヶ所

6,278ヶ所

7,866ヶ所

7,651ヶ所

7,545ヶ所

ヶ所

1,000ヶ所

2,000ヶ所

3,000ヶ所

4,000ヶ所

5,000ヶ所

6,000ヶ所

7,000ヶ所

8,000ヶ所

9,000ヶ所

人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

40,000人

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

出典：介護サービス施設・事業所調査（各年10月1日現在）
注 : 調査方法の変更等による回収率変動の影響を受けているため、数量を示す事業所数の
実数は前年以前と単純に年次比較できない。

介護福祉士
10.93%

義肢装具士
0.55%

保健師
0.03%

看護師･
准看護
師

1.00%

OT･PT
0.83%

社会福祉

士
1.84%

その他
1.35%

講習会
修了者
83.46%

講習等修了者
26,539人(83.46%)

H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R1 R2
3.4人 3.4人 3.5人 3.6人 3.7人 3.7人 3.7人 3.7人 3.7人 3.9人 4.0人 4.2人

事業所あたり
従事者数
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科目 科目名 時間

１．福祉用具と福祉用
具専門相談員の役割

福祉用具の役割 １

福祉用具専門相談員の役割と職業
倫理

１

２．介護保険制度等に
関する基礎知識

介護保険制度の考え方と仕組み ２

介護サービスにおける視点 ２

３．高齢者と介護・医療
に関する基礎知識

からだとこころの理解 ６

リハビリテーション ２

高齢者の日常生活の理解 ２

介護技術 ４

住環境と住宅改修 ２

４．個別の福祉用具に
関する知識・技術

福祉用具の特徴 ８

福祉用具の活用 ８

５．福祉用具に係る
サービスの仕組みと利
用の支援に関する知識

福祉用具の供給の仕組み ２

福祉用具貸与計画等の意義と活用 ５

６．福祉用具の利用の
支援に関する総合演習

福祉用具による支援の手順と福祉
用具貸与計画等の作成

５

５０

科目 内容 時間

１．老人保健福祉に関
する基礎知識

老人保健福祉制度の概
要 ２

２．介護と福祉用具に
関する知識

介護に関する基礎知識

２０

介護技術

介護場面における福祉用
具の活用

３．関連領域に関する
基礎知識

高齢者等の心理

１０

医学の基礎知識

リハビリテーション概要

４．福祉用具の活用に
関する実習 ８

４０

【平成２７年４月～】【平成２７年３月まで】

β筆記の方法による修了評価（1時間程度）を実施

○ 改正の概要（平成26年厚生労働省告示第250号）
・福祉用具貸与計画等に関する内容を追加。
・現行カリキュラムをベースとして、受講者にとって分かりやすい科目への整理を行う。
・介護分野の知識・技術を持たない受講者を想定し、最低限の内容を網羅的に学ぶことに重点を置く。
・時間数については、現行の40時間に10時間を加えた、計50時間とする。
・学習内容の習熟度を確認するため、修了評価（1時間）の仕組みを設ける。

₳ 27₴↓ Еᾐ ᴣ ὑ
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地域支援事業における任意事業及び介護給付等費用適正化事業の概要
○事業の目的
地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図ると
ともに、地域の実情に応じた必要な支援を行う。
○事業の対象者
被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者。

○事業の対象者
地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能であり、具体的には以下に掲げる事業を対象。

介護給付等費用適正化事業

利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業を実施。

【主要介護給付等費用適正化事業】
①認定調査状況チェック
指定居宅介護支援事業者、施設又は介護支援相談員が実施した変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容を市町村等職員が訪問又は書面
等の審査により点検するもの
②ケアプランの点検
介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容を、事業者から提出又は事業所への訪問調査等により、
市町村職員等の第三者がその内容等の点検及び指導を行うもの
③住宅改修等の点検
（住宅改修）
居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、利用者の状態確認又は工事見積書の点検を行ったり、竣工後に訪問調査等により施工
状況の点検を行うもの。
（福祉用具）
福祉用具利用者に対する訪問調査等により、福祉用具の必要性や利用状況等を点検するもの

④医療情報との突合・縦覧 点検
後期高齢者医療制度及び国民健康保険の入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の確認を行うこ
とや受給者ごとに複数月にまたがる支払情報を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行うもの。
⑤介護給付費通知
利用者本人（又は家族）に対して、サービスの請求状況及び費用等について通知を行うもの。

【その他】

⑥給付実績を活用した分析・検証事業
⑦介護サービス事業者等への適正化支援事業 67



令和３年度介護報酬改定に関する審議報告（抜粋）

Ⅲ （福祉用具の安全な利用の促進）
福祉用具の事故等に関して、再発防止の観点から、市町村等においてどのような内

容の情報が収集されているのか実態把握を行うとともに、関係省庁及び関係団体と連
携しつつ、事故が起きる原因等の分析や情報提供の方法等について、Ⅱ６①（介護保
険施設におけるリスクマネジメントの強化）アの取組を踏まえながら、更なる効果的
な取組について、今後検討していくべきある。また、福祉用具専門相談員の更なる質
の向上の観点から、福祉用具の事故防止に資する情報を基に、福祉用具専門相談員の
指定講習カリキュラム等の必要な見直しを検討していくべきである。

Ⅲ （福祉用具貸与・販売種目の在り方）
介護保険制度における福祉用具の貸与・販売種目について、利用実態を把握しなが

ら、現行制度の貸与原則の在り方や福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全性の
確保、保険給付の適正化等の観点から、どのような対応が考えられるのか、今後検討
していくべきである。

2 12 18
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介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会

ṕ Ṗ
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歩行補助杖

5.6%

歩行器

37.6%

手摺

（室内用）

24.9%

特殊寝台

（付属品含む）

18.3%

車イス

4.2% その他

9.4%

ễ Ḳ ṕ Ṗ

○ 福祉用具貸与について、貸与に係る給付費に加え、毎月のケアプラン作成等のケアマネジメントにも給付費がかかることから、購入する
場合に比して多額の費用を要している。

○ また、予算執行調査において、福祉用具貸与のみを内容とするケアプランが約６％を占め、その内容として歩行補助杖等廉価な品目が約
7割を占めていることが確認されている。

○ そこで、歩行補助杖などの廉価な福祉用具については、保険給付による貸与から販売に変えることで毎月のケアプラン作成等のケアマネ
ジメントの費用を不要とすることが考えられる（なお、要介護認定を更新する際や、利用者が地域包括支援センター等に相談する際など、
必要に応じて状態を把握・評価すること等が考えられる）。

○ 具体的には、軽度者も使うことを想定し、要介護度に関係なく給付対象となっている品目（歩行補助杖、歩行器、手すり等）について、
貸与ではなく販売とすべき。販売後に保守点検があるとしても、販売業者がその費用を明確化させた上で、販売に伴う付帯サービスとして
位置付けて販売時に評価することとしてはどうか。

（注）日本と同様に、福祉用具の貸与・販売の仕組みがある韓国では、歩行補助杖・歩行器・手すりは、貸与でなく「販売」としている。

購入する場合 自己負担：約１０，０００円

福祉用具貸与

自己負担：約５，４００円
（約１５０円×３６月）

貸与に係る給付費：約４８，６００円
（約１，３５０円×３６月）

ケアプラン作成等のケアマネジメントに
係る給付費：
約３６０，０００円（約１０，０００円×３６月）

総 額：約４１４，０００円

購入する場合と比べて約４０万円以上の費用を要している

（例）歩行補助つえを３年間使用する場合（１割負担の者）

販売価格：約１万円 レンタル価格：約１,５００円／月
◆ 福祉用具貸与のみのケアプランについて

○ ケアプランの内容を調査した2020年度予算執行調査によれば、
福祉用具貸与のみを内容とするケアプランは全体の6.1％を占めてい
る。

○ このうち、１年間同じケアプランにおける具体的な品目の内訳は、
歩行補助杖・歩行器・手すり等の廉価な品目が約７割を占める。

総計
福祉用具貸与のみの

ケアプラン

12,603 772 6.1%

財政制度等審議会財政制度分科会

令和２年１１月２日 資料１（抜粋）
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β令和２年度予算執行調査によれば、福祉用具貸与のみの
ケアプランの割合は６．１％

ケアマネジメントのあり方の見直し

○ 制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、…そのニーズを適切に把握したうえで、ケア
プランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」とされた(「高齢者介護保険制度の創設について」(1996))。また、介護保険サービスの利用
にあたっては一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援（ケアマネジメント）については、要介護者等が積極的にサービスを利用で
きるようにする観点から、利用者負担をとらないこととされた。

しかしながら、介護保険制度創設から約20年が経ち、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利
用者負担を導入することが自然。

○ また、ケアマネ（居宅介護支援）事業所の約９割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司からの圧力により、自法人の
サービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャーが約４割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在。更に、
ケアマネジャーは、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護
報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されている。
利用者負担を導入し、利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることにより、ケアマネジャーのサービスのチェッ

クと質の向上にも資する。

○ また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行う等、サービスの内容に応じた報酬体系とすることも必要。

◆ケアマネジャーに聞いた「過去1年間に以下のような経験をして
いるケアマネジャーについて見たり聞いたりしたことがあるか」

（出所）「ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組や質に関する指標のあり方に関する調査研究報告書」

よくある, 12.1%

ときどきある, 
28.1%

あまりない, 
20.7%

全くない, 24.6%

わからない, 14.5%
約４割

法人・上司からの圧力により、自
法人のサービス利用を求められた

本来であればフォーマルサービスは
不要と考えていたが、介護報酬算定
のため、必要のない福祉用具貸与等
によりプランを作成した

購入する場合 自己負担：約１０，０００円

福祉用具貸与

自己負担：約５，４００円
（約１５０円×３６月）

貸与に係る給付費：約４８，６００円
（約１，３５０円×３６月）

ケアプラン作成等のケアマネジメントに
係る給付費：
約３６０，０００円（約１０，０００円×３６月）

総 額：約４１４，０００円

購入する場合と比べて約４０万円以上の費用を要している

（例）歩行補助つえを３年間使用する場合（１割負担の者）
販売価格：約１万円 レンタル価格：約１,５００円／月

よくある, 3.3%

ときどきある, 
12.4%

あまりない, 22.7%

全くない, 
41.0%

わからない, 

20.6% 約15％

財政制度等審議会財政制度分科会

令和３年４月１５日 資料（抜粋）
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2021年4月1日

介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会
これまでの議論の整理（概要）

令和４年９月14日
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目次 及び з 総論

○ 福祉用具貸与・販売種目のあり方等の検討に際しては、以下の基本的な視点を踏まえて、検討を進めるべきである。

・高齢者の自立

介護保険制度における、高齢者の自立支援、利用者自身の選択、予防重視、在宅重視という基本的な理念は普遍的であり、各

サービス等によって日常生活の拡大や、社会参加によって地域共生社会の一員として暮らせることを目指すものであり、福祉用具

の使用は一つの手段であることを認識した上で、高齢者等の自立にとって何が適切なのかを踏まえて検討をする必要がある。

・福祉用具貸与等が果たしてきた役割

在宅生活の維持や、効果的・効率的な給付において、福祉用具貸与や介護支援専門員との連携も含めた福祉用具専門相談員が果
たしている役割の重要性を踏まえるべきである。

・制度の持続可能性の確保
今後も利用者が増加する一方、担い手である現役世代は減少していくことから、介護保険制度の持続可能性も踏まえて、共助の仕

組みである福祉用具貸与について、介護保険方式の全体の中のリスクをどう考えるのか、社会保障制度としての公平性や機会均等、
給付と負担等の観点から議論していくことが必要である。

・制度制定当時からの変化に伴う対応

介護保険法施行当初と比較して、福祉用具製品の充実や市場の拡大、要支援の者、要介護度１の者については特に増加率が高く

なっていることから、これらの変化も踏まえ、現在の状況に即した議論を進めるべきである。

Ⅰ 総論 基本的な考え方

1

【目次】

Ⅰ 総論 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

Ⅱ 各論

１ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討・・・・・・・・・・・・・・・２

２ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

３ 福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上等への対応・・・・・・・・・・・５

Ⅲ 検討会における意見をもとに構成した具体的な整理案について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
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и 各論

2

１ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討

（１）現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理

積極的な検討を

求める意見

○ 被保険者数、サービス利用者数、軽度とされている者（要支援・要介護１の者）の増加がある中、制度の持続可能
性を高めるため、メンテナンスの必要性の低い品目、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価とされている貸与
種目の整理に向けた検討を進めることが必要である。

○ つえ、スロープ、手すりのうち、希望小売価格が特に廉価なものについては、利用目的等を考慮・整理した上で、

販売に移行することも考えられる。例えば、スロープには価格が安価なスロープもあり、状態変化等による借り換えの

割合も低いことから、これらは販売にしても利用者の負担は低いと考えられる。

○ 貸与の開始から一定期間経過したものについては、利用者の意向や負担の状況等を考慮して、貸与と販売の選択制

を検討する必要がある。

○ 介護保険法における自立支援は自己決定が含まれており、貸与と販売の選択は考えられるが、適時・適切な用具を

使用するため、状態の把握、利用の習熟等の期間等が必要であり、機械的に移行するのではなく、他職種と連携の上、

判断するべき。

慎重な検討を求

める意見

○ 高齢者は状態の変化（悪化・改善等含む）が生じやすいため、適宜借り換え等も行うことができることから、在宅

での自立した生活を維持するという目的を福祉用具貸与は果たしている。短期間で貸与が終了する者も一定数おり、必

ずしも販売の方が利用者の経済的負担が少ないというものではない。また、「貸与と販売のあり方を考えること」と

「現行では福祉用具貸与の場合にケアマネジメントの費用がかかること」とを分けて議論するべきである。

○ 福祉用具を購入した場合、利用者の状態や生活形態に合わなくなった場合の交換は困難。高齢者は出来るだけ一つ

の製品を長期間使い続ける傾向もあるが、耐用年数が過ぎた場合は交換をするべきである。

○ 福祉用具は貸与を原則として、福祉用具専門相談員によるモニタリングにより、用具の不適合・不具合を事前に察

知し、状況に応じて製品の交換やメンテナンスを行うPDCAを実施しており、利用者の安全性確保が原則である。

○ 貸与から販売への移行ではなく、福祉用具貸与に要する費用を人のサービスと物のサービスに分けて、人のサービ

スは介護報酬に区分する、あるいは貸与価格を人のサービスと物のサービスに分けて提示する、更に、一定期間過ぎた

ら物のサービス価格に相当する分は貸与価格を変えることの考え方を整理し、奨励することも適正化の一つではないか。
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（２）利用者の状態を踏まえた支援等

（３）福祉用具貸与・特定福祉用具販売後の継続した支援

特定の利用者の

状態

○ 多様な利用者の状態を考慮すべきである。

・要支援・要介護度が軽度、介護サービス利用開始直後、感染症等による急性増悪した直後の者等は改善が期待出来る。

・基礎疾患の悪化や合併症の併発等は当初が軽度な状態であっても、状態が急変して悪化することがある。

・退院直後は、日常生活動作（ADL）が低下して再入院の可能性がある一方、退院直後から改善傾向を示すこともある。

・利用している介護保険サービスが福祉用具貸与のみで、一人暮らしの高齢者で近くに支えとなる者がおらず、地域生活

そのものが不安定な者もいる。

利用期間の予測

○ 進行性の疾患はある程度短い使用期間となるのが見込めるが、２年以上使用等の予測は、開始時点では困難。短期・

長期の利用者の状態を見極める調査、長期利用の予測可能性等の検討が必要。

○ 利用期間の予測は、状態の安定性、進行性の疾患等、医学的な予後予測が必要で、主治医等の所見が重要。

関係者の連携

○ 多様な高齢者の状態を踏まえた対応のためには、多職種の関係者が連携して、利用者に対して支援を行う必要がある。

・主治医、作業療法士や理学療法士といったリハビリテーション専門職等も含めたチームによる利用者に対する支援のプ

ロセスで、専門的な視点も含めた仕組みの推進等

・利用者判断を支援するため、介護支援専門員と福祉用具専門相談員が連携の上、利用者の状態を踏まえた対応の実施を

促進。

○ 多くの関係者が福祉用具を選定する際の参考とするため、福祉用具の選定の判断基準ついても見直しをするべき。

福祉用具専門相

談員による支援

○ 貸与種目の福祉用具については、仮にその一部が販売に移行となる場合でも、提供後も身体状況の確認、使用方法の

助言等といった継続した支援を行うべき。更に、特定福祉用具販売の既存種目も、用具の提供後の支援のあり方を検討

するべき。

○ 現場の実態や負担を考慮した上で、一律の規定により、仕組みが形骸化しないよう、検討に際しては留意するべきで

ある。

介護支援専門員

等による支援

○ 介護支援専門員による支援のない、現行の販売制度への移行には慎重な検討を求める意見もある一方、選択制を想定

する場合においては、福祉用具の提供にあたって、福祉用具専門相談員と連携の上、介護支援専門員や地域包括支援セ

ンター等の一定の関与が必要という意見も踏まえて、検討を進める必要がある。
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２ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策

（１）貸与時における福祉用具の適切な選定の促進・利用

（２）貸与決定後等における給付内容の検証の充実

福祉用具貸与事

業所が行う選定

○ 福祉用具貸与事業所における用具の選定について過不足のないことが重要であり、自立支援を阻害する過剰な貸

与・販売、不足による活動の制限を避けるため、医師やリハビリテーション専門職等の医療職も含めたチームケアの

促進や連携強化、プロセスの標準化等を通じて、適正な給付を促す仕組みを構築するべきである。

福祉用具の選定

の判断基準（ガ

イドライン）

○ 平成16年度に策定された「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」について、適正化の方策のために、現在

の給付事例等を踏まえて、多くの関係者がより活用できるようにすることも踏まえて見直しをするべきである。

特定の種目や種

類の再評価や再

整理

○ 既存の介護保険の福祉用具の特定の種目や種類の再評価や再整理については、費用対効果、利用状況等のデータの

把握、分かりやすい整理・体系等の必要性、利用者に及ぼす影響等も考慮しつつ、「介護保険福祉用具・住宅改修評

価検討会」なども活用の上、考えられるものを丁寧に検討するべきである。

給付後の検証体

制の構築

○ 福祉用具貸与に関するアセスメント、選定相談、適合確認、貸与後の福祉用具が利用者に及ぼす影響についてのモ

ニタリング、必要に応じたケアプランの見直し等が介護支援専門員や福祉用具専門相談員によって適切に行われるた

めの取組の促進が必要である。

○ 適正化事業によるケアプラン点検や福祉用具貸与・販売調査について、適正な運用の観点から充実・強化を行うほ

か、福祉用具貸与・販売調査の多職種連携による検証の仕組みも、更に活かすことが重要である。

○地域ケア会議を活用することにより、福祉用具貸与等における課題等の共有・気づきを促すべきである。

福祉用具貸与に

おける同一種目

の複数個支給等

○ 手すりは極端に多いケースがあり、他の種目と併せて同一種目の複数個支給に一定の制限が必要という意見の一方、

規制によって、複数個支給で満たすことができるニーズへの対応が困難になる可能性に懸念を示す意見もあることか

ら、支給の実態や自治体における取組を把握の上、丁寧に検討する必要がある。
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5

これまでの議論の整理（概要）（案） и .各論－４３ 福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上等への対応

（１）福祉用具利用による事故を未然に防ぐ取組の促進、事故情報等の活用

（２）サービスの質の向上に資する福祉用具専門相談員等に係る取組

福祉用具貸与・販

売事業所における

利用安全の促進

○ 福祉用具の利用安全を促進するため、製品面の安全性を確保することに加え、利用者が使用方法を適切に理解す

ることも必要であることから、福祉用具貸与・販売事業所において、防止のための支援の実施や、ヒヤリハットや

事故情報を積極的に把握するための取組を促進するべきである。

事故情報、ヒヤリ

ハット情報の共有

○ 福祉用具の事故情報が行き渡るようにするため、他の福祉用具貸与事業者、製造事業者、レンタル卸、保険者等

が事故情報等の共有・活用できる仕組みを検討するべきである。

○ 消費生活用製品安全法に基づく重大事故報告について、製造事業者、レンタル卸を含めて、報告の義務化の啓発

の強化や仕組み作りを行うべきである。

○ 保険者に報告・蓄積されている事故情報等を施設・在宅の事業者も含めてフィードバックできる仕組み、保険者

との連携方法等についても検討を進めるべきである。

福祉用具の提供に

おけるPDCAサイク

ルに基づく支援の

提供

○ ケアプランや福祉用具貸与計画の作成、サービス提供、福祉用具の使用に関するモニタリング、メンテナンス、

提供されるサービスのチェック・適正な評価等を通じてPDCAサイクルを行う仕組みの構築が重要である。

○ 多職種連携におけるPDCAサイクルについて、主治医やリハビリテーション専門職等が専門的な視点に基づいて評

価を行う仕組みを創設するなど、医療職等も含めた多職種連携（チームケア）の効果的な実施を促進すべきである。

指定講習カリキュ

ラム、現に従事し

ている福祉用具専

門相談員への研修

○ 制度の知識、商品の知識、事故情報等々を常に最新のものを熟知する必要があるため、利用安全等に関する指定

講習カリキュラムの見直しに加え、現に従事している福祉用具専門相談員への講習等の促進についても検討を進め

る必要がある。
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й 検討会における意見をもとに構成した具体的な整理について

１ 一部の貸与種目において福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択を可能かどうかに対する考え方

○目的・背景

・ 利用者本人の尊厳に応じた自立支援の徹底、自己決定権を行使による自己実現を図る機会の確保

・ 被保険者数、サービス利用者数、軽度者の増加がある中での、制度の持続可能性の確保

・ 様々な福祉用具が増えた中、貸与になじまない性質とされる「他人が使用したものに対する心理的抵抗感」等の捉え方の変化の可能性

○選択制が可能かどうか検討する場合の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の考え方

・ 介護支援専門員や福祉用具専門相談員の支援については、特定福祉用具販売を選択した場合でも、福祉用具貸与と同様に、用具の使用

期間においては実施すべきではないか

・ 利用者が選択の検討をする際、メリットとデメリットを理解した上で選択し、最も適切な用具が給付されるようにするため、

各種専門職において情報提供や連携が図られること、当該利用者の主治医等による医学的な意見を十分に踏まえること等が重要

・ 用具提供後の支援の方法について、用具の所有権の利用者本人への移転、販売事業所における業務負担などを踏まえる必要がある

・ 特定福祉用具販売を選択した場合の介護支援専門員のモニタリング等やそれらに伴う給付の取扱いについても検討が必要ではないか

・ 有効性・安全性の検証のため、特定福祉用具販売を選択する場合でも一定の試用または貸与を含む期間の設定を検討すべきではないか

（対象）

・ 比較的廉価で、利用者の状況を踏まえて判断された、ある程度中長期の利用が実態上見受けられる用具（例：歩行補助つえ、スロープ

等）について、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売の選択を可能とすることが考えられるのではないか

・ 特定福祉用具販売の機会が広がることで、使用後の廃棄の増大により、コストが利用者や行政等に及ぶことにも考慮する必要がある

○その他（検討の進め方等）

・ 中長期的に用具を使用しているケースの実態を把握し、疾患等利用者の状態がどの程度予測できるか等を十分に議論するべき

・ 進行性の疾患等により短期の使用となることが考えられる利用者についても考慮する必要があるのではないか

・ 保険者、被保険者への幅広いアンケート調査などを行う必要があるのではないか

・ 今年度から特定福祉用具販売の種目に追加された排泄予測支援機器について、給付された者への支援状況を把握の上、参考にするべき

・ 選択制を導入した場合において、利用者の自己負担等はどのような変化が考えられるのかについて、検証するべきではないか

○ 「Ⅱ 各論」の各項目に係る議論の中で言及されることが多かった事項でもある、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択が可能かどう

かに対する考え方や、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しについて、これまでの検討会における構成員の意見をもとにする

と、以下のとおり構成した上で、更に検討を促進することができるのではないか。
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２ 介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直し

○見直しの必要性

・ 利用者の心身にあった選定により自立支援等が促進されるよう、平成16年度の策定以降に給付対象として追加された福祉用具もある

ため、判断基準の見直しは必要

・ 福祉用具の市場の拡大等により商品の種類も豊富になっていることを考慮するべき

・ 軽度とされている者の利用も踏まえた検討

・ サービス担当者会議、退院・退所時のカンファレンスなど、多職種連携の促進

・ 医師やリハビリテーション専門職等の医療職の判断の必要性

・ 地域ケア会議等の活用を想定した検討

○見直しの内容

・ 策定当時は販売されていなかった類型の福祉用具製品の基準

・ 疾病・疾患による分類の整理、LIFEの項目を踏まえた対応

・ 身体機能の評価（特に転倒防止に関するアセスメントの充実）等による分類の整理

・ 判断基準内容の細分化

・ リハビリテーション、手段的日常生活動作（IADL）、社会参加の視点

・ チェックシート、評価指標の活用

・ 用具別の取扱いに関する注意事項の明記

・ 同一種目の複数個給付も含めた適切な支給量についての考え方の整理 等

○その他（検討の進め方等）

・ データの不足があるため､きめ細かな調査や研究事業等を引き続き行い、把握したデータ等を具体的に示していく必要があるのでは

ないか

（β）現行の介護保険における福祉用具の選定の判断基準が平成16年度に策定された際は、老人保健健康増進等事業の調査研究を基に検

討し、更に介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会における議論も踏まえて発出された。
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